
 

 

 

 

 

 

 

登 録 番 号 ８０ 

登 録 日 平成２３年３月１日 

名 称 社会福祉法人幸尋会 

代表者職名・氏名 理事長 池田 功 

所 在 地 〒８９７－１１２２ 

南さつま市加世田小湊５２８番地 

電 話 ０９９３－５３－２４７７ 

ﾎｰﾑﾍﾟ ｰ ｼ ﾞ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ https://youtokuen.com/ 

業 種 医療・福祉 

業 務 概 要 社会福祉法人幸尋会 

・特別養護老人ホーム 養徳園 ・短期入所生活介護事業所 

・通所介護事業所       ・訪問介護事業所 

行 動 計 画 期 間 令和８年１月１日 ～ 令和１１年１２月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 

目標 1）産前産後及び育児休業（育児パパ休業）・看護休暇・短時間勤務の利

用実績向上 

〈対策〉 

令和８年１月１日～ 

・男性の育児休業取得促進（年１名以上の取得） 

・子育て中，職員が利用しやすい短時間勤務制度の周知や情報提供の継続を実施 

目標２）育児と仕事を両立しやすい職場づくり 

〈対策〉 

令和８年１月１日～ 

・１時間単位の年休取得制度の利用促進 

・仕事，家事，育児に対応したシフト調整の継続 

・健康確保に配慮した業務分担の見直し 

・施設内託児所を活用し子育てと仕事の両立できる働きやすい環境をつくる 

・全職員において時間外労働を１０時間未満を目標とする 

目標３）子供や孫が，保護者である職員の働いているところを実際に見るこ

とができる「子供・孫参観日」を実施 

〈対策〉 

令和８年４月１日～  

・実行委員会を設置し，職員会議などによる職員への参観日実施についての周知  

・令和８年７月と１２月を目標に参観日の実施 

・参観日の実施，職員へのアンケート調査を行い次につなげていく 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■事業所内託児所を設置し，小学校就学前の子を養育する職員の仕事と家庭の両

立を支援しています。 

■子育て等に関する職員の不安を軽減するため，出産・育児に関する職場内の制

度をパンフレットにまとめ，広報・周知を図っています。 

https://youtokuen.com/

